
業 務 仕 様 書 

 

１ 委託業務名 令和８年度における大阪急性期・総合医療センター高圧蒸気滅菌機保守点検業務 

２ 対象機器   

種類 対象機種 台数 設置場所 

高圧蒸気滅菌装置 
VSCR-G12NR 

4台 中央材料滅菌室 

1台 中央館手術滅菌室 

VSCR-G12WNR 1台 南館手術滅菌室 

酸化エチレンガス滅菌装置 ECⅡ-B2600 1台 中央材料滅菌室 

RO水製造装置 SMⅡ-41RO １台 南館 RO水機械室 

 

３ 業務内容 

（１） 定期点検 

① 受注者は、契約期間中に、発注者の設置場所へ受注者の技術員を派遣して、年１回の定期

点検を実施するものとする。ただし、定期点検の実施日については、発注者受注者協議の上、

決定するものとする。 

② 別紙交換部品表に基づきの交換及び点検調整を行うこと。ただし、部品の劣化状況に応じ柔

軟に対応すること。 

③ 保守作業実施後は、作業報告書を発注者に提出し、検査を受けること。 

 

（２） 性能検査対応 

① 社団法人日本ボイラ協会の性能検査申し込み手続きの代行（検査費用は受注者の負担

とする）、当センター業務に支障のない時期を選んで検査日を調整する。（土曜日、日曜

日及び祝日を含む） 

② 検査受験に際し、検査のための機器分解整備作業（下記作業を含む）を行う。 

・内部洗浄 

・安全弁の分解点検、吹き出しテスト、すり合わせ、圧力試験の結果表の提出 

・圧力計、サイホン管の点検整備 

③ 検査受けに際しては、立会いを行い、検査終了後には復旧する。 

 

 



④ 対象機器は下記のとおりとする。 

種類 対象機種 台数 設置場所 

高圧蒸気滅菌装置 
VSCR-G12NR 

４台 中央材料滅菌室 

1台 中央館手術滅菌室 

VSCR-G12WNR 1台 南館手術滅菌室 

 

（３） 緊急修理 

① 機器の故障時は、電話で故障状況を確認し、応急的な対応の方法等に関して発注者と打ち合

わせを行うとともに速やかに受注者の技術員を派遣し、必要な修理保守作業を実施するものと

する。 

② 受注者が行う前項の作業内容の中で定期点検に準じた部分については、発注者の了解を得て

当該期間の定期保守を兼ねることができるものとする。 

 

（４） その他の点検 

  受注者は、定期保守点検とは別に、月に数回程度動作確認等の点検を行う。 

 

（５） 以下の場合は、本契約の範囲外とする。 

① 火災、地震、風水害、その他天災地変による障害 

② 受注者の同意を得ない修理又は改造 

③ 発注者による故意又は重大な過失による障害 

④ 電気、給排水等の供給設備に起因する障害 

⑤ その他発注者と協議の上、受注者の責に帰さない原因と認められる障害 

 

７ 費用負担 

（１） 発注者の負担 

① 別紙交換部品に記載されていない部品、消耗品等。 

② 天災、火災、風水害等で、発注者及び受注者のいずれの責にも帰すことの出来ない原因に

よる機器の故障の修理費用。 

③ 発注者の依頼による機器の改造、及び、追加機能に要する費用。 

④ 発注者の依頼による機器の移転に要する費用。 

⑤ 発注者による機器の操作上の誤り、薬事法で定める製造販売業者の定めた設置基準以外



の環境下での機器の使用、その他発注者の故意又は過失に起因する故障の修理費用。 

⑥ 受注者の取扱品以外の部品、付属品、消耗品を発注者が使用したことに起因する故障の修

理費用。 

⑦ 受注者の承認なしに、受注者の技術員以外の技術員によって行なわれた点検、修理、又は

改造作業に起因する故障の修理費用。 

 

８ その他 

本仕様書に記載のない事項については、全て当センター職員の指示に従うものとする。 


